
　※通所系サービス：通所介護，通所リハビリテーション

【人員基準】

新番号
サービス

種別
基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項

1 共通 管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を
置かなければならないにも関わらず、管理者が置かれ
ていない事例が認められた。

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこ
と。

2 訪問介護
訪問介護員
等の員数

勤務実績から，訪問介護員等の員数が常勤換算法で
2.5を下回っていた。

訪問介護員等として，常勤換算方法で2.5以上配置すること。

3 訪問介護
サービス提
供責任者

サービス提供責任者について，サービス提供責任者に
任命したことがわかる書類が作成されていない。

サービス提供責任者について，サービス提供責任者に任命し
たことがわかる書類を整備しておくこと。

4 訪問看護
看護師等の
員数

出勤状況が確認できる書類（出勤簿及び休暇簿）がな
い看護師がおり，常勤換算方法で2.5以上を確保できて
いるか確認できなかった。

出勤状況を確認できる書類を整備すること。

5 通所介護
従業者の員
数

生活相談員が，サービス提供日に配置されていない日
があった。

生活相談員は，サービス提供日ごとに必要数を配置すること。

6 通所介護
従業員の員
数

介護職員は，単位ごとに提供時間数及び利用者数に
応じて確保されなければならないが，確保されていな
い日があった。

単位ごとに，提供時間数及び利用者数に応じて確保すべき介
護職員数を配置すること。

7 通所介護
従業員の員
数

看護職員は単位ごとに1以上確保されなければならな
いが，確保されていることが確認できない日があった。

看護職員は，当該事業所の従業員又は病院，診療所，訪問看
護ステーションとの連携により確保する必要がある。単位ごと
に確保すべき看護職員を配置できる体制を整えること。

8
短期入所
生活介護

従業者の員
数

看護職員と機能訓練指導員，また，介護職員と栄養士
を兼務している職員について，それぞれの職種の勤務
時間が区別されていないため，介護職員及び看護職
員の常勤換算数が確認できなかった。

兼務する職種ごとの勤務時間を明確に分けること。

9
短期入所
生活介護

従業者の員
数

生活相談員に従事するための資格要件を満たしている
とが確認できなかった。

生活相談員は，社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事
任用資格を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると
認められる者を配置すること。

10
特定施設
入居者生
活介護

従業者の員
数

看護職員と介護職員の合計が基準を満たしていなかっ
た。

看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介
護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上と
すること。

11
介護老人
福祉施設

従業者の員
数

栄養士又は管理栄養士を必要数配置していなかった。 栄養士又は管理栄養士を必要数以上配置すること。

【設備基準】

サービス
種別

基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項

12 通所介護
設備に関す
る基準

専用区画の変更（静養室及び食堂兼機能訓練室の面
積変更）についての届出を行っていなかった。

変更の届出を速やかに行うこと。

13
介護老人
福祉施設

設備に関す
る基準

厨房前の食堂・機能訓練室（共用）の一部は他施設へ
の配膳のための通路として利用されていた。

通路を確保した上で食堂の面積を再確定し届け出ること。

14
介護老人
福祉施設

設備に関す
る基準

娯楽室を食堂として使用している実態があった。
施設整備補助担当部署に確認の上，娯楽室の用途変更につ
いて検討すること。

15
介護老人
福祉施設

設備に関す
る基準

併設短期入所生活介護施設専用の居室を入所者が利
用していた。

適切な居室の利用に改めること。

　　県内で，令和４年度の運営指導等で指導や助言等を行った事項のうち，主なものを記載しました。
　　今後の事業の適切な運営のために参考としてください。

　※施設系サービス：介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設，介護医療院，短期入所生活介護，短期入所療養介護，特定施設入居者生
活介護

※居宅系サービス：訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーション，福祉用具貸与，福祉用具販売

【別紙資料】



16
介護老人
福祉施設

設備に関す
る基準

図面上は静養室となっている部屋にに利用者が入居し
ていた。

図面又は利用実態を改めること。

17
介護老人
福祉施設

設備に関す
る基準

ブザー又はこれに代わる設備が設けられていない部屋
があった。

適切に設置すること。

【運営基準】

サービス
種別

基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項

18
全サービ
ス共通

内容及び手
続の説明及
び同意

重要事項説明書の記載事項のうち，従業者の勤務体
制や苦情処理の体制が古いままになっており，現在の
勤務体制及び苦情処理の体制と一致していない事実
が認められた。

重要事項説明書の記載事項（従業者の勤務体制、苦情処理
の体制）に誤りがないよう、最新の情報を記載すること。

19
全サービ
ス共通

内容及び手
続の説明及
び同意

重要事項説明書の内容が変更しているにも関わらず，
当該文書が利用者に交付されていない事例が認めら
れた。

運営規程の概要，従業者の勤務の体制その他の利用者の
サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書
の内容を変更した場合は，利用者に文書を交付して説明を行
い，同意を得ること。

20

全サービ
ス共通（該
当しない
サービス
あり）

内容及び手
続の説明及
び同意

重要事項説明書に，提供するサービスの第三者評価
の実施状況が記載されていない。（※該当するサービ
ス：訪問介護，通所介護，短期入所生活介護，短期入
所療養介護）

重要事項説明書（介護保険・介護予防）に提供するサービスの
第三者評価の実施状況（実施の有無，実施した直近の年月
日，実施した評価機関の名称，評価結果の開示状況）を記載
すること。

21
全サービ
ス共通

サービスの
提供の記録

サービスの提供の記録に記録ミスや漏れがあった。
請求の根拠となるため、記録ミスや漏れのないよう、正しい記
録を残すこと。

22
全サービ
ス共通

利用料の受
領

介護保険の区分支給限度基準額の上限までサービス
提供を行った利用者について，その後のサービス提供
を無償サービスとしていた事例が認められた。

当該事案は，不当な値引きに該当するため，まずは，居宅介
護支援事業所と連携を図り，不要不急のサービスを見直すこと
等により区分支給限度基準額を超過しない方法等を検討する
こと。

23
居宅サー
ビス共通

利用料の受
領

　口座振替等で領収する場合には領収証の交付がさ
れていなかった。

　居宅介護サービス事業者等は，利用者から利用料の支払い
を受けた都度，領収証を交付しなければならないとされている
が，口座振替等で領収する場合には領収証の交付がされてい
ない。
　ついては，現金領収以外の口座振替等により領収する場合
も領収証を交付すること。

24
全サービ
ス共通

基本的取扱
方針

事業者は，自らその提供するサービスの質の評価を行
い，常にその改善を図らなければならないが評価が行
われていなかった。

定期的に自己評価を行い，サービスの質の改善を図ること。

25
全サービ
ス共通

運営規程
運営規程の内容が，重要事項説明書の内容，又は実
態と相違している。

運営規程（又は重要事項説明書）を修正すること。

26
全サービ
ス共通

運営規程
運営規程の利用者負担割合について、1割負担のみを
記載している事例が認められた。

運営規程の利用者負担割合について、1割負担だけでなく，2
割、3割負担も記載すること。

27
全サービ
ス共通

勤務体制の
確保等

　併設事業所と一体の勤務表が作成されており，勤務
時間，常勤，非常勤及び職種ごとの兼務関係等が，事
業所ごとに明確になっていなかった。
　月ごとの勤務表を作成していなかった。

原則として，事業所ごとに月ごとの勤務表を作成し，日々の勤
務時間，常勤・非常勤の別，管理者との兼務関係を明確にし，
従業員の勤務の体制を定めておくこと。

28
全サービ
ス共通

勤務体制の
確保等

管理者及び従業者に対する研修を実施していない，又
は研修の記録を残していない事例が認められた。

管理者及び従業者の資質の向上のために、その研修の機会
を確保し、内容を記録として残すこと。

29
全サービ
ス共通

勤務体制の
確保等

適切なサービスの提供を確保する観点から，職場にお
いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも
のにより看護師等の就業環境が害されることを防止の
ための方針の明確化等の必要な措置が講じられてい
ない。

必要な措置を講じること。特に，事業主の方針の明確化及び
従業者への周知・啓発並びに相談（苦情を含む）に応じ，適切
に対応するために必要な体制の整備に留意すること。

30
全サービ
ス共通

重要事項の
掲示

当該事業所の運営規程の概要，従業者の勤務体制そ
の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め
られる重要事項を掲示していなかった。

当該事業所の運営規程の概要，従業者の勤務体制その他の
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
を事業所の見やすい場所に掲示する又は，重要事項等をファ
イルにして備え付けておくこと。

31
全サービ
ス共通

秘密保持等
利用者の家族の個人情報を用いる場合に，家族の同
意を得ていないものがあった。

サービス担当者会議等において，利用者の家族の個人情報を
用いる場合, あらかじめ書面により当該家族の同意を得ておく
こと。

32
全サービ
ス共通

秘密保持等
他の利用者の個人情報が記載された紙を裏紙として使
用している事例が認められた。

利用者等から情報開示を求められることもあり、個人情報の取
扱上望ましくないため、使用しないこと。



33
全サービ
ス共通

秘密保持等

従業者及び管理者（であった者を含む。）が正当な理由
なく業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏ら
すことのないようにするための必要な措置を講じていな
い。

従業者及び管理者（であった者を含む。）が正当な理由なく業
務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことのない
よう，誓約書の徴取等の措置を講ずること。

34
全サービ
ス共通

苦情処理
受け付けた苦情について記録がなかった。
また，苦情処理の手順について利用申込者に説明され
ておらず，掲示もされていなかった。

受け付けた苦情の内容等を記録すること。また，苦情処理の
手順について利用申込者に説明の上，掲示すること。

35
全サービ
ス共通

苦情処理

事業者は，提供したサービスに係る利用者及びその家
族からの苦情を受け付けた場合には，受付日及びその
内容等を記録しなければならないが，実績がないことを
理由にその様式が整備されていなかった。

受付けた苦情の内容等を記録するための様式を整備するこ
と。

36
全サービ
ス共通

苦情処理
苦情の内容等の記録は，2年間保存しなければならな
いが，保存されていない。

苦情の内容等の記録は，2年間保存すること。

37
全サービ
ス共通

事故発生時
の対応

事業者は，利用者に対するサービス提供により事故が
発生した場合には，事故の状況及び事故に際して採っ
た処置について記録しなければならないが，実績がな
いことを理由にその様式が整備されていなかった。

事故等があった場合に状況及び講じた措置について記録する
ための様式を整備すること。

38
全サービ
ス共通

事故発生時
の対応

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した
にもかかわらず，市町に連絡していない事例が認めら
れた。

利用者に対するサービスの提供により事故が発生し医師の処
置を受けた場合等には，当該利用者の保険者である市町村，
当該利用者の家族，当該利用者に係る居宅介護支援事業所
等に連絡を行うこと。

39

居宅系
サービス
通所系
サービス
施設系
サービス

緊急時等の
対応

緊急時対応マニュアルがない。又は，利用者の病状に
急変が生じた場合等に速やかに主治医への連絡を行
うことについて定めていない。

緊急時対応マニュアルに，利用者の病状に急変が生じた場合
等に速やかに主治医への連絡を行うことについて定めること。

40

居宅系
サービス
通所系
サービス

居宅サービ
ス計画に
沿ったサービ
スの提供

　個別サービス計画が居宅サービス計画に沿ったもの
になっていなかった。
　居宅サービス計画が変更されていたが，個別サービ
ス計画に反映されていなかった。

居宅サービス計画が作成されている場合は，当該計画に沿っ
たサービスを提供すること。

41

居宅系
サービス
通所系
サービス

個別サービ
ス計画の作
成

個別サービス計画を作成した際に，利用者又はその家
族に対し説明・同意を得ていない又は，交付していない
ものがあった。

個別サービス計画作成後は，利用者又はその家族に対して説
明，同意及び交付を行うこと。

42
居宅サー
ビス共通

衛生管理等
労働安全衛生法上受診義務のある従業者の健康診断
を行っていなかった。

従業者の健康状態について必要な管理を行わなければならな
いが，（その内容として）健康診断を行うこと。

43 訪問介護
訪問介護計
画の作成

 訪問介護計画の内容について，サービス提供責任者
が利用者に説明していない，又は訪問介護員が説明し
ている事例が見受けられた。

サービス提供責任者が，訪問介護計画の内容について利用者
又はその家族に説明を行うこと。

44 訪問介護
サービスの
提供の記録

計画に位置付けたサービス提供時間と異なる時間で
サービスを提供している事例が認められた。

変更となった理由等を具体的に記載すること。
必要に応じて訪問介護計画の変更を行うこと。

45 訪問介護
訪問介護計
画の作成

サービス提供責任者でない者が作成した訪問介護計
画書があった。

訪問介護計画書は，サービス提供責任者が作成すること。

46 訪問介護
サービスの
提供の記録

　指定訪問介護を提供した具体的なサービスの内容等
を記録していない事例が認められた。

　指定訪問介護を提供した際には，提供日や身体介護，生活
援助の内容だけでなく，具体的なサービスの内容，利用者の
心身の状況その他必要な事項も記録すること。

47 訪問介護
サービス提
供の記録

①サービス提供記録表の一部がなかったため，提供実
績を確認できない日があった。
②訪問介護記録書について，訪問予定のみが記載さ
れ，実績が記載されていないケースや，訪問予定と実
績がいずれも記載されていないケースがあった。

正確に記載すること。

48 訪問看護

訪問看護計
画書及び訪
問看護報告
書

要支援から要介護へ区分変更があった利用者につい
て、変更後の区分に基づく訪問看護計画書が作成され
ていない事例が認められた。

区分変更があった場合には、改めて訪問看護計画書を作成す
ること。

49 訪問看護

訪問看護計
画書及び訪
問看護報告
書

訪問看護計画書及び訪問看護報告書の中に，主治医
に提出していないものがあった。

訪問看護計画書及び訪問看護報告書を定期的に主治医に提
出すること。



50 訪問看護

訪問看護計
画書及び訪
問看護報告
書

訪問看護計画書の作成に当たって、利用者又はその
家族に対して同意を得ていない事例が認められた。

訪問看護計画書の作成に当たり、利用者又はその家族に対し
て説明し、同意を得た上で、利用者に交付すること。

51 訪問看護
事故発生時
の対応

事故発生時の対応マニュアルが作成されていなかっ
た。

事故発生時の対応マニュアルを作成すること。

52

通所系
サービス・
施設系
サービス

非常災害対
策

非常災害対策について，風水害，地震に対処するため
の具体的計画が作成されていない。また，定期的に避
難・救出その他必要な訓練を行っていなかった。

具体的計画を立て，関係機関への通報及び連絡体制を整備
し，それらを定期的に従業者へ周知するとともに，非常災害に
備えるため，定期的に避難，救出その他必要な訓練を実施す
ること。また，その記録をしておくこと。

53

通所系
サービス・
施設系
サービス

非常災害対
策

夜間を想定した避難訓練をしていなかった。 夜間を想定した避難訓練を実施すること。

54
共通
（施設系
サービス）

介護

介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に
資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技
術をもって行わなければならないにも関わらず、不適
切なケアを実施している事例が認められた。

介護に当たっては、適切な技術をもって実施すること。

55
短期入所
生活介護

短期入所生
活介護計画
の作成

概ね４日以上にわたり継続して入所することが予定さ
れている利用者について，短期入所生活介護計画を作
成していない事例が認められた。

4日以上連続して利用することが予定される利用者について、
利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま
えて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に
至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、
従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するた
めの具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護
計画を作成すること。

56
特定施設
入居者生
活介護

利用料の受
領，運営規
程

おむつ代の支払いを受けているが，利用者又はその家
族への説明及び利用者の同意がない。また，運営規程
にも定められていない。

おむつ代につき，説明，同意及び運営規程への定めを行うこ
と。

57
施設系
サービス

取扱方針
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員
会が３月に１回以上開催されていない。

身体的拘束等の適正化を図るため，身体的拘束等の適正化
のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催する等
必要な措置を講じること。

58
介護老人
福祉施設

サービス提
供の記録

入所者の被保険者証の介護保険施設等の記載欄に、
入所の年月日及び入所している施設の名称を記載さ
れていなかった。

入居者の被保険者証の介護保険施設等の記載欄に、入所の
年月日及び入所している施設の名称を記載すること。

59
介護老人
福祉施設

施設サービ
ス計画の作
成

施設サービス計画は介護支援専門員が作成することと
なっているが，施設サービス計画書の作成者や，サー
ビス担当者会議の記録においての「施設サービス計画
作成者（担当者）」が介護職員となっているものが見受
けられた。

施設サービス計画は介護支援専門員が作成すること。

60
介護老人
福祉施設

施設サービ
ス計画の作
成

要介護更新認定を受けた場合にサービス担当者会議
を開催していなかった。

入所者が要介護更新認定を受けた場合はサービス担当者会
議の開催，担当者に対する照会等により，施設サービス計画
の変更の必要性について，担当者から，専門的な見地からの
意見を求めること。

61
施設系
サービス

サービス提
供の記録

入所者の被保険者証の介護保険施設等の記載欄に、
入所の年月日及び入所している施設の名称を記載さ
れていなかった。

入居者の被保険者証の介護保険施設等の記載欄に、入所の
年月日及び入所している施設の名称を記載すること。

【その他】

サービス
種別

基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項

58
全サービ
ス共通

人格尊重義
務

事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この
法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者の
ため忠実にその職務を遂行しなければならないにも関
わらず、高齢者虐待を行っていた事案が見受けられ
た。

事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、要介護者（要
支援者）のため忠実にその職務を遂行し，高齢者虐待を行わ
ないこと。

59
全サービ
ス共通

変更の届出
等

管理者，サービス提供責任者，介護支援専門員，専用
区画，運営規程，協力病院等の変更の届出が行われ
ていなかった。

変更届が必要な事項について変更が生じた場合は，変更後10
日以内に届け出ること。（ただし，「従業者の職種，員数及び職
務の内容」については，原則年１回で足りる）。
また，適正な事業運営を確保する観点から，設備の変更や定
員変更等運営に大きな影響のある変更は，事前(遅くとも２週
間前まで)に届出を行うこと。

【介護報酬関係】

サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例 指摘事項　



62
全サービ
ス共通

基本報酬
サービスの提供を行っていないにも関わらず、基本報
酬を算定している事例が認められた。

基本報酬はサービスが提供された月に適切に算定を行うこと。

63
全サービ
ス共通

基本報酬
記録上のサービス提供内容と、実際に請求した基本報
酬の区分に相違がある事例が認められた。

基本報酬は、適正に算定を行うこと。

64
全サービ
ス共通

介護職員処
遇改善加算

介護職員処遇改善計画について，全ての介護職員へ
の周知が不十分だった。

計画の内容について，書面で作成し，全ての介護職員に確実
に周知すること。

65
全サービ
ス共通

介護職員等
特定処遇改
善加算

特定処遇改善加算報告書に記載された賃金改善所要
額（以下「賃金改善所要額」という。）について，事務所
に備えていた計算書類の数値と合っていることが確認
できなかった。

賃金改善所要額と計算書類の整合が確認できる書類により，
結果を報告するとともに，必要に応じて，特定処遇改善加算報
告書の訂正を行うこと。

66 訪問介護
特定事業所
加算

全ての訪問介護員等ごとに研修計画を作成しておら
ず，その計画に従い，研修を実施していなかった。

訪問介護職員等ごとに，具体的な研修の目標，内容，研修期
間，実施時期等を定めた計画を作成し，当該計画に従い，研
修を実施すること。また，実施が確認できる報告書等の記録を
残しておくこと。

67 訪問介護
特定事業所
加算

 　特定事業所加算について，利用者に関する情報もし
くはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪
問介護員等の技術指導を目的とした会議記録がされて
いなかった。また，訪問介護員等要件について確認で
きる書類を作成していなかった。

  特定事業所加算について，利用者に関する情報もしくはサー
ビス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の
技術指導を目的とした会議記録がないので，記録を作成する
こと。
また，訪問介護員等要件について確認できる書類を作成して
いないので，要件を確認し確認した旨の記録を作成すること。

68 訪問介護
特定事業所
加算

特定事業所加算の訪問介護員等要件については，過
去３か月実績の平均で確認し，その後各月の前月の末
日時点で資格取得等要件を確認することとされている
が，確認できる書類を作成していなかった。

特定事業所加算の訪問介護員等要件について，過去３か月実
績の平均で確認し，その後各月の前月の末日時点で資格取得
等要件を確認した旨の記録を作成すること。

69 訪問介護 訪問介護費
前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の
間隔で指定訪問介護を行ったにも関わらず、それぞれ
の所要時間を合算していない事例が認められた。

前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で
指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を
合算すること。

70 訪問介護

２人の訪問
介護員等に
よる訪問介
護

２名による訪問介護について，利用者又はその家族等
の同意を得ていなかった。

２名の訪問介護員による訪問介護を行う場合は，訪問介護計
画に２名による訪問介護が必要となる理由を記載して同意を
得ること。

71 訪問介護 初回加算
初回加算について，サービス提供責任者が同行訪問し
た記録がなく，要件を満たすか確認できない事例が
あった。

初回若しくは初回の訪問介護を行った日の属する月に，新規
に訪問介護計画を作成した利用者に対して，サービス提供責
任者が指定訪問介護を行うか又は同行訪問し，それを記録し
ておくこと。

72 訪問介護 初回加算

サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問
介護を行った日の属する月に、新規に訪問介護計画を
作成していないにも関わらず、当該加算を算定してい
る事例が認められた。

当該加算は新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して算
定すること。

73 訪問介護
生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

当該加算は、利用者の急性憎悪等により訪問介護計
画を見直した場合を除き、訪問介護計画に基づく指定
訪問介護を提供した初回の月に限り100単位を算定さ
れるものであるにも関わらず、翌々月において加算の
算定を行っていた事例が認められた。

当該加算は、原則初回の月に限り算定できることに留意するこ
と。

74 訪問看護 訪問看護費
末期の悪性腫瘍の患者について、訪問看護費の算定
ができないにも関わらず、訪問看護費を算定していた
事例が認められた。

末期の悪性腫瘍の患者その他厚生労働省大臣が定める疾患
等の患者については、医療保険の給付の対象となるものであ
り、訪問看護費は算定しないこと。

75 訪問看護 訪問看護費
主治の医師の指示書の内容に変更がないにも関わら
ず、訪問する職員が理学療法士から看護師へ変更と
なった事例が認められた。

医療系サービスは主治医の指示の元に提供されていることか
ら、主治の医師に基づき、適切にサービスを提供するとともに、
指示内容を確認できる記録を適切に残すこと。

76 訪問看護 訪問看護費
当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問
看護を行う必要がある旨の特別指示があったにも関わ
らず、訪問看護費を算定している事例が認められた。

利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必
要がある旨の特別指示があった場合は、交付の日から14日間
を限度として医療保険の給付対象となるため、訪問看護費は
算定しないこと。

77 訪問看護 訪問看護費
前回提供した訪問看護からおおむね2時間未満の間隔
で訪問看護を行ったにも関わらず、それぞれの所要時
間を合算していない事例が認められた。

前回提供した訪問看護からおおむね2時間未満の間隔で訪問
看護を行った場合は、それぞれの所要時間を合算すること。

78 訪問看護
複数名訪問
加算

同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことにつ
いて、利用者又はその家族等の同意を得ていない等、
算定要件を満たしていないにも関わらず、当該加算を
算定している事例が認められた。

当該加算を算定する場合は、利用者又はその家族等の同意を
得る等、算定要件を満たした上で算定すること。



79 訪問看護
長時間訪問
看護加算

特別な管理を必要とする利用者でないにも関わらず、
当該加算を算定している事例が認められた。

当該加算は、特別な管理を必要とする利用者に対して、所要
時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に
引き続き訪問看護を行う場合であって、当該指定訪問看護の
所要時間を通算した時間が1時間30分以上となる場合に算定
すること。

80 訪問看護
同一建物減
算

指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内
に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場
合は、1回につき、100分の90に相当する単位数を算定
しなければならないにも関わらず、当該減算を算定して
いない事例が認められた。

指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内に居住
する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、当該減
算を算定すること。

81 訪問看護

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

中山間地域等に居住する者でない等、算定要件を満た
していないにも関わらず、当該加算を算定している事
例が認められた。

中山間地域等に居住していない利用者に対して、当該加算を
算定しないこと。

82 訪問看護
緊急時訪問
看護加算

他事業所で算定されているにも関わらず、当該加算を
算定している事例が認められた。

当該加算は１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定
すること。

83 訪問看護
緊急時訪問
看護加算

利用者又はその家族等から電話等により看護に関す
る意見を求められた場合に常時対応できる体制にある
旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪
問を行う体制にある事業所が当該加算を算定すること
を、利用者又はその家族等から、同意を得ていない
等、算定要件を満たしていないにも関わらず、当該加

当該加算は利用者又はその家族等の同意を得た上で算定す
ること。

84 訪問看護
緊急時訪問
看護加算

訪問看護費が算定できないにも関わらず、当該加算を
算定している事例が認められた。

当該加算は、訪問看護費が算定できる月に算定すること。

85 訪問看護

早朝･夜間･
深夜の訪問
介護の取扱
い

緊急時訪問看護加算を算定しているにも関わらず、当
該加算を算定している事例が認められた。

当該加算は、1月以内に2回目以降の緊急時訪問を行った場
合に算定すること。

86 訪問看護
特別管理加
算

看護職員が「点滴を週3日以上行う必要が認められる
状態」の者に、週3回以上点滴を行っていない等、算定
要件を満たしていないのもにも関わらず、当該加算を
算定している事例が認められた。

当該加算は、看護職員が「点滴を週3日以上行う必要が認めら
れる状態」の者に、週3回以上点滴を行った場合に算定するこ
と。

87 訪問看護
特別管理加
算

「特別な管理を必要とする利用者」でないにも関わら
ず、当該加算を算定している事例が認められた。

当該加算は、「特別な管理を必要とする利用者として厚生労働
大臣が定める状態にある場合」に算定するとともに「特別な管
理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態」にあ
ることの根拠を残しておくこと。

88 訪問看護
特別管理加
算

訪問看護費が算定できないにも関わらず、当該加算を
算定している事例が認められた。

当該加算は、訪問看護費が算定できる月に算定すること。

89 訪問看護
ターミナルケ
ア加算

主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認
めたことを示す書類及び，ターミナルケアに係る計画書
の作成及び利用者とその家族に対して説明を行い同
意を得たことが確認できる書類がなかった。

必要な書類を整理すること。

90 訪問看護
ターミナルケ
ア加算

利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護
を行う必要がある旨の特別の指示を受けており、介護
保険における訪問看護費が請求できないにも関わら
ず、当該加算を算定している事例が認められた。

当該加算は、介護保険における訪問看護費が生じている場合
に算定すること。

91 訪問看護
ターミナルケ
ア加算

主治医と連携の下に、訪問看護におけるターミナルケ
アに係る計画及び支援体制について利用者及びその
家族等に対して説明を行い、同意を得ていなかったに
も関わらず、当該加算を算定している事例が認められ
た。

当該加算の算定に当たっては、ターミナルケアに係る計画及
び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行
い、同意を得た上で算定すること。
また、当該加算は、ターミナルケア期にある利用者に係る訪問
看護が対象となるものであることに留意すること。

92 訪問看護

主治の医師
の特別な指
示があった
場合の取扱
い

指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師が、
当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問
看護を行う必要がある旨の特別の指示を行っているに
も関わらず、介護保険サービスを提供している事例が
認められた。

指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師が、当該利
用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要
がある旨の特別の指示を行っている場合には、介護保険が請
求できないことに留意すること。

93 訪問看護

主治の医師
の特別な指
示があった
場合の取扱
い

指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師が、
当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問
看護を行う必要がある旨の特別の指示を行っているに
も関わらず、訪問看護費を算定している事例及び減算
していない事例が認められた。

当該指示の日から14日間を限度として訪問看護費を算定しな
いこと。また、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
と連携して指定訪問看護を行う場合は、当該指示の日数に応
じて、1日につき97単位を所定単位数から減算すること。



94 訪問看護 初回加算
新規に訪問看護計画を作成していないにも関わらず、
当該加算を算定している事例が認められた。

当該加算は、利用者又はその家族へ説明、同意及び交付を含
み、新規に訪問看護計画を作成した上で算定すること。

95 訪問看護
退院時共同
指導加算

利用者の退院時までに退院時共同指導を行っていな
いにも関わらず、当該加算を算定している事例が認め
られた。

当該加算は、利用者の退院時までに、在宅での療養上必要な
指導の内容を文書により提供した上で算定すること。

96 訪問看護
サービス提
供体制強化
加算

全ての看護師等ごとに研修計画を作成しておらず，そ
の計画に従い，研修を実施していなかった。

看護職員等ごとに，具体的な研修の目標，内容，研修期間，実
施時期等を定めた計画を作成し，当該計画に従い，研修を実
施すること。

97 訪問看護
サービス提
供体制強化
加算

訪問看護費が算定できないにも関わらず、当該加算を
算定している事例が認められた。

当該加算は訪問看護費が算定できる場合に算定すること。

98 通所介護
個別機能訓
練加算

機能訓練指導員等が居宅を訪問し,居宅での生活状況
を確認した上で個別機能訓練計画を作成しなければな
らないが，居宅での生活状況の確認や３月ごとに１回
以上利用者の居宅へ訪問したことを書面で確認できな
い事例が認められた。

利用者の居宅での生活状況の確認や３月ごとに１回以上利用
者の居宅を訪問したことを明らかにしておくこと。

99 通所介護
個別機能訓
練加算

概ね３月ごとに１回以上，個別機能訓練の実施状況や
個別機能訓練の効果等について，当該利用者を担当
する介護支援専門員等に適宜報告していなかった。

概ね３月ごとに１回以上，個別機能訓練の実施状況や個別機
能訓練の効果等について適宜介護支援専門員に報告し，適切
な対応を行うこと。

100 通所介護
個別機能訓
練加算

介護支援専門員へ個別機能訓練計画を交付していな
いにも関わらず、当該加算を算定している事例が認め
られた。

介護支援専門員へ個別機能訓練計画を交付の上、利用者又
はその家族へ説明を行い、内容に同意を得た場合に当該加算
を算定すること。

101 通所介護
個別機能訓
練加算

個別機能訓練を実施した担当者名が確認できないにも
かかわらず、当該加算を算定している事例が認められ
た。

個別機能訓練をを実施した担当者名を記録に残しておくこと。

102 通所介護
個別機能訓
練加算

利用者に対して個別機能訓練を実施していない等、算
定要件を満たしていないにも関わらず、当該加算を算
定している事例が認められた。

個別機能訓練を実施する等、算定要件を適切に満たした上で
算定すること。

103 通所介護
入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助を提供していない等、算定要件を満たしてい
ないにも関わらず、当該加算を算定している事例が認
められた。

当該加算を算定する場合は、入浴介助を行う等、算定要件を
満たすこと。

104 通所介護
入浴介助加
算（Ⅱ）

浴室での利用者の動作や浴室の環境を評価を行った
ことが確認できない事例が見受けられた。

当該加算の算定に当たっては、利用者の居宅を訪問し、浴室
における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価すること。
また、利用者の身体状況や浴室の環境に変化があった場合
は、入浴計画の見直しを行うこと。

105 通所介護
送迎未実施
減算

利用者の居宅へ送迎を実施していないにも関わらず、
当該減算を算定していない事例が認められた。

送迎を行わない場合は、当該減算を算定すること。

106 通所介護
サービス提
供体制強化
加算

算定要件を満たすことが分かる前年度の計算記録が
保存されていない。

常勤換算方法により算出した前年度の平均記録について，毎
年保存しておくこと。

107 通所介護
サービス提
供体制強化
加算

次の算定要件について確認ができなかった。
・事業所の介護職員総数のうち，介護福祉士の占める
割合が前年度平均で100分の50以上であること。

算定要件を満たすことが分かる記録を整備しておくこと。

108 通所介護
中重度者ケ
ア体制加算

次の算定要件について確認ができなかった。
①前年度の利用者総数のうち，要介護状態区分が要
介護3・4・5である者の占める割合が100分の30以上で
あること。
②指定通所介護を行う時間帯を通じて，専ら提供に当
たる看護職員を1名以上配置していること。

算定要件を満たすことが分かる記録を整備しておくこと。



109 通所介護 認知症加算

次の算定要件について確認ができなかった。
①前年度の利用者総数のうち，日常生活自立度のラン
クⅢ・Ⅳ・Mに該当するものの占める割合が100分の20
以上であること。
②指定通所介護行う時間帯を通じて，専ら提供に当た
る認知症介護の指導に係る専門的な研修等を修了し
た者を1名以上配置していること。

算定要件を満たすことが分かる記録を整備しておくこと。

110
通所リハ
ビリ

リハビリテー
ションマネジ
メント加算

　通所リハビリテーション計画の作成にあたっては，関
与した理学療法士等が利用者又は家族に対して説明
し，利用者の同意を得るとともに，説明した内容を医師
に報告することとされ，また，当該加算の基準に適合す
ることを確認し記録するとされているが，医師への報告
の記録がないものがあった。

　リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イについて，通所リハ
ビリテーション計画の作成にあたっては，関与した理学療法士
等が利用者又は家族に対して説明し，利用者の同意を得ると
ともに，説明した内容を医師に報告することとされ，また，当該
加算の基準に適合することを確認し記録するとされているが，
医師への報告の記録がないものがある。
ついては，加算の基準に適合することを確認するとともに，医
師へ報告し記録すること。

111
特定施設
入居者生
活介護

夜間看護体
制加算

利用者又はその家族等に対して、重度化した場合にお
ける対応に係る指針の内容を説明し、同意を得ていな
い等、算定要件を満たしていないにも関わらず、当該
加算を算定している事例が認められた。

当該加算の算定に当たっては、重度化した場合における対応
に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対
して、当該指針の内容を説明し、同意を得ること。

112
特定施設
入居者生
活介護

医療機関連
携加算

利用者又はその家族等に対して、同意を得ていないに
も関わらず、当該加算を算定している事例が認められ
た。

当該加算は、看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続的に
記録している場合において、利用者の同意を得て、協力医療
機関又は利用者の主治の医師に対して、利用者の健康の状
況について月に1回以上情報を提供した場合に算定すること。

113
特定施設
入居者生
活介護

医療機関連
携加算

協力医療機関の医師又は利用者の主治医から署名あ
るいはそれに代わる方法により受領の確認を得ていな
いにも関わらず、当該加算を算定している事例が認め
られた。

当該加算の算定に当たっては、協力医療機関等の情報提供
は、面談によるほか、文書（FAXを含む）又は電子メールにより
行うことも可能であるが、協力医療機関の医師又は利用者の
主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により、受領の確
認を得た上で算定すること。

114
特定施設
入居者生
活介護

看取り介護
加算

医師、生活相談員、看護職員、介護支援専門員その他
の職種の者（以下「医師等」という。）が共同で作成した
利用者の介護に係る計画について、同意が得られる前
に、当該加算を算定している事例が認められた。

当該加算は、医師等のうち、その内容に応じ適当な者が、利用
者又はその家族等に対して当該計画の内容を説明し、当該計
画について同意を得ている者を対象に、算定すること。

115
介護老人
保健施設

所定疾患施
設療養費

所定疾患施設療養費（Ⅰ）について，診療録に診断名
が記載されていない事例が認められた。

診療録には，診断，診断日，実施した投薬，検査，注射，処置
等の内容等を記載すること。

116
介護老人
福祉施設

日常生活継
続支援加算

当該加算を算定する場合は，算定要件（※）を満たすこ
とを毎月確認し，記録しなければならないが，当該記録
が確認できなかった。

（※）
〇　算定日の属する月の前６月間又は前12月間にお
ける新規入所者の総数のうち，日常生活に支障を来す
おそれのある症状又は行動が認められることから介護
を必要とする認知症である者の占める割合が100分の
65以上であること。
〇　介護福祉士の数が常勤換算方法で，入所者の数
が6又はその端数を増すごとに１以上であること。

算定要件を満たしていることの分かる記録を整備しておくこと。

117
介護老人
福祉施設

看護体制加
算Ⅰ

当該加算を算定する場合は，常勤の看護師を1名以上
配置しなければならないが，令和４年４月から配置して
いることが確認できなかった。

常勤の看護師を1名以上配置すること。（准看護師は不可）

118
介護老人
福祉施設

夜勤職員配
置加算

当該加算を算定する場合は，夜勤を行う介護職員又は
看護職員が，最低基準を１以上上回っている場合に算
定できるが，算定要件を満たしていることが確認できな
かった。

算定要件を満たしていることの分かる記録を整備しておくこと。

119
介護老人
福祉施設

夜勤職員配
置加算

常勤職員及び非常勤職員の勤務実態について，有給
休暇を取得した場合においても勤務表上は勤務したこ
ととなっている

休暇を除いて計算すること。

120
介護老人
福祉施設

精神科を担
当する医師
に係る加算

「認知症である入所者」とは医師が認知症と診断した者
であるが，「日常生活自立度の判定結果Ⅱ以上」として
いた。

「認知症である入所者」とは医師が認知症と診断した者とする
こと。


